


しかし,時代は大きく変わってきています。

インターネットや携帯電話の普及はもちろん

のこと,受けてきた教育カリキュラムやコミュ

ニケーションの取り方,仕事や生活 。人生に

対する価値観なども,大 きく変化してきてい

ると言えるでしょう。

人事担当者,管理職に対して,「パワハラ

をしてはいけない l」 と声高に叫ぶだけでは

なく,コ ーチングなどの指導法を習得させて,

部下のマネジメントができる指導者として育

成していくことが必要でしょう。

また,近年は,若い正社員が非正社員に対

して,指示・指導をすることも増えてきまし

た。このような時代だからこそ,管理職だけ

ではなく,全従業員がパワハラと指導の違い

を理解すること,そ して正しい指示・指導法

を身につけることが重要であると言えるので

す。そのためには,パ ワハラ防止セミナー

(研修)が必要なのです。

増加するメンタルヘJレス問題

いま日本では,毎年 3万人以上が自ら命を

絶っています。その背景には,職場でのパワ

ハラや人間関係が大きく影響していると言わ

れています。パワハラなどを受けたことが原

因で,う つ病などになったことが労働災害だ

と認定される件数も増加しています。2009年

4月 には,労災認定の基準となる「職場にお

ける心理的負荷評価表」の改定が行われ,12

項目が追加されました (編注 :第3752号 -09.6.

26参照)。 「対人関係のトラブル」の類型では,

「ひどい嫌がらせ,い じめ,又は暴行を受け

た」という項目が,「心理的負荷の強度」に

おいて,レベルⅢ (強)で追加となりました。

また,日 本産業カウンセラー協会が09年 5

月に発表した調査結果でも,メ ンタルヘルス

不調やパワハラの相談が増加していることが

明らかになりました。

そして,も う一つ見過ごせない大事な点が ,

パワハラは当事者だけではなく,周囲の人に

も大きな悪影響を与えるということです。愛

知県豊川市職員の自殺が,公務災害だと認め

られた名古屋高裁での判決 (2010年 5月 21日 )

が,そ れを示唆していると言えるでしょう。

健康福祉部児童課長のHさ んが自殺をしたの

は,過重労働に加えて,自分の部下に対する

上司 (部長)か らのパワハラが原因でした。

自分自身に対 してではなく,「周囲の人に対

するパワハラ」による自殺を公務災害である

と認めた高等裁判所での判決は,非常に重要

だと言えます (地公災補償基金が上告中)。

従業員が安心して健康に働ける職場環境が ,

パワハラによって大きく阻害されているとい

う実態が浮き彫りになったと言えるでしょう。

重要なガイドラインの作成

これだけ多 くの従業員が,パ ワハラを受け

てメンタルヘルス不調に陥り,命さえも奪わ

れている現状を目の前にして,も はや手をこ

まねいている猶予はないでしょう。「パワハ

ラ防止」を組織の最重要課題ととらえて取り

組む時期に来ているのです。

そのためには,「パワハラをしない,させ

ない,許さない」という方針の下,防止のた

めの取り組みを明文化すること,すなわち,

「パワハラ防上のガイドライン (防止指針)」

を作成することが必要です。ガイドラインに

は,①組織の実態に応じた具体的な事例 ,

②相談体制の整備,③従業員,相談員の研修 ,

④行為者への指導,処分基準,⑤セカンドハ

ラスメント (被害を申告したことに伴う二次

被害)の防止――などを盛り込むことも大切

です。

従業員が安心して健康に働ける職場環境を

整備することは,組織の大きな責任なのです。

パワハラのない豊かな職場環境が,従業員の

モチベーションを高める土壌となっていくと

言えるでしょう。
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